
居宅介護支援事業重要事項説明書（令和６年４月１日現在）

　お客様（お客様のご家族）が利用しようと考えている居宅介護支援業務について、契
約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。
　わかりにくいことがあれば、ご遠慮なくご質問ください。

1．事業主体概要

事業主体名 社会福祉法人　　香美町社会福祉協議会

設立年月日 平成17年4月1日

電話及びＦＡＸ 電話　０７９６－３９－２０５０　／　ＦＡＸ　０７９６－３９－２１５０

代 表 者 名 森　脇　　修

所   在   地 兵庫県美方郡香美町香住区森３１番地の１　香美町香住地域福祉センター内

法 人 の 理 念 ささえあい安心して暮らせるまちづくり

介護の理念
　その方が、その方として、その方らしく、お暮らしになれるようにいつまでも
お支えし続けます。

他の介護保険関
連

の事業

　１）　訪問介護事業

　２）　訪問入浴介護事業

　３）　通所介護事業

　５）　指定共用型認知症対応型通所介護事業

　４）　認知症対応型共同生活介護事業・介護予防認知症対応型生活介護事業

他の介護保険以
外

の事業

　１）　介護予防・地域支えあい事業

　２）　障害者訪問入浴事業

　３）　障害福祉サービス事業

　４）　日中一時支援事業

　５）　小地域たすけあい事業

　６）　ボランティア推進事業

　７）　福祉サービス利用援助事業

　８）　総合相談事業

２．居宅介護支援サービスを担当する事業所について

事　業　所　名 香美町社会福祉協議会　村岡居宅介護支援事業所

所　　在　　地 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡３０５番地の１　香美町村岡老人福祉センター

連　　絡　　先
電話　０７９６－９８－１０００（代表）　　０７９６－９８－１００３（直通）

ＦＡＸ　０７９６－９８－１４７７

管 理 者 氏 名 福　田　恵　美

営　　業　　日 通常月曜日～金曜日（国民の休日、１２月２９日～１月３日までを除く）

営　業　時　間 午前８時３０分～午後５時１５分

営業日・営業時間
以外の連絡先

電話　０７９６－９８－１００３
（転送電話により介護支援専門員につながります）

担当者氏名 福　田　恵　美

事業所指定番号 指定事業者番号（　２８７４７００３４３　　）　指定年月日（平成１７年４月１日）

事業開始時期 平成１７年４月１日

サービスを提供
する実施地域

兵庫県美方郡香美町区域とします。
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事業の目的

　要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況や環境の応じて、本人や
家族の意向をもとに居宅サービス又は、施設サービスを適切に利用できる
ようサービスの種類・内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が
確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整そ
の他の便宜の提供を行うことを目的とします。

事業の方針

①お客様が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅におい
　て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮
　します。

②お客様の心身の状況、環境等に応じてお客様の選択に基づき適切な保
　健・医療・福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供さ
　れるよう配慮して行います。

③お客様の意思及び人格を尊重し常にお客様の立場に立って、お客様に
　提供される居宅サービス等が特定の種類又は、特定の居宅サービス事業
　者等に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。

④地域包括支援センター及び他の指定居宅介護支援事業者・介護保険施
　設等との連携に努めます。

　上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基
　準」（厚生省令第38号・平成11年3月31日）を遵守します。

緊 急 対 応 等
　サービス提供中にお客様に緊急の事態が発生した場合、速やかに主治
医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告し、必要な対応を
行います。

損害賠償責任保
険

加入先
　あいおい・ニッセイ同和損害保険株式会社

３．当事業所の管理者及び従業者について

　　お客様へのサービスについてのご相談やご不満がございましたら、どんなことでも
　お寄せください。

　①　当事業所の従業者

職　　　種 員数 業　務　内　容 勤務体制

管理者 　１名
　事業所の従事者の管理及び業務の管理を
一元的に行います。

常勤・主任介護支援専門員兼務

　お客様等からの相談に応じ、その心身の状
況や環境に応じて、本人や家族の意向をもと
に居宅サービス又は、施設サービスを適切
に利用できるようサービスの種類、内容等の
計画を作成するとともに、サービスの提供が
確保されるよう指定居宅サービス事業者、介
護保険施設等との連絡その他の便宜の提供
を行います。

常勤６名

主任介護支援専門員 ３名

介護支援専門員 ３名

４．サービス内容と料金

　①　サービス提供の手順は次のとおりです。

サービス提
供の手順

お客様の申込み→重要事項説明書による説明・同意→契約の締結→お客様へ
の情報提供→状態の把握・課題分析→居宅サービス計画の原案作成・支給限
度確認、お客様負担計算→サービス担当者会議等の開催→お客様への説明と
合意の確認→サービス利用票・サービス提供票の作成→計画実施状況の把握と
連絡調整→給付管理票の提出
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　②　サービス内容と料金は次のとおりです。

内　容 提　供　方　法 料　金

居宅サービス計
画の作成と各サ
ービス提供事業

者との調整

　「居宅サービス計画ガイドライン」方式を使ってお客様とと
もにお客様に必要な援助を考え、サービス担当者会議等
を行い、居宅サ―ビス計画を作成し、お客様へ交付しま
す。また、各サービス利用に関する事業者との調整を行い
ます。介護認定更新の際はサービス担当者会議等を行
い、居宅サービス計画内容について見直しを行います。

厚生労働大臣の
定める基準額
月額／
要介護１、２
１４，９３０円
要介護３、４、５
１８，１８０円

経過観察
再評価

　１ヶ月に１回以上、担当の介護支援専門員がお客様のお
宅にうかがい、サービス内容が適切か、等について話し合
います。

給付管理

　介護保険を使って利用できるサービスについて、実際に
サービスが利用できる範囲やサービスの種類等について
調整します。
　また、サービスが計画どおりに提供されたか等を確認し
て、給付管理を行います。

要介護再認定
の

協力、援助

　お客様が要介護認定・要支援認定の変更や、見直しを行
う認定を受けるために、申請を代わって行ったり、その他必
要な援助を行います。

お客様からの
相談の対応

　介護保険や介護に関することなら、なんでもご相談をお受
けします。

その他加算は次のとおりです。

加算 加算額 内容・回数等

退院・退所加算（Ⅱ）イ

退院・退所加算（Ⅱ）ロ

退院・退所加算（Ⅲ）　

医師又は歯科医師の診察時に介護支援専門員が同席し、必
要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録し
た場合（月に1回）

500円通院時情報連携加算

（Ⅱ）イ　連携２回以上

（Ⅱ）ロ　連携２回（内１回以上カンファレンス参加）

（Ⅲ）　連携３回以上（内１回以上カンファレンス参加）

6,000円

7,500円

9,000円

2,000円

入院時情報連携加算Ⅰ

入院時情報連携加算Ⅱ

（Ⅰ）イ　連携１回

（Ⅰ）ロ　連携１回（カンファレンス参加による）

4,500円

6,000円

退院・退所加算（Ⅰ）イ

退院・退所加算（Ⅰ）ロ

新規に居宅サービス計画を作成する場合

要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービ
ス計画を作成する場合

２か月居宅介護支援が算定されていない場合

3,000円初回加算

入院した日のうちに病院等の職員に必要な情報提供をした
場合(Ⅰ）

入院の日の翌日又は翌々日に病院等の職員に必要な情報
提供をした場合(Ⅱ)

入院等の期間中に病院等の職員と面談を行い必要な情報を
得るための連携を行い居宅サービス計画の作成をした場合

2,500円

特定事業所加算（Ⅱ）

特定事業所加算（Ⅲ）

特定事業所加算（Ａ）

3,306円

1,070円

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意
事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催するこ
と」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合（一月につ
き）
当事業所は（Ⅱ）を取得しています

特定事業所加算（Ⅰ） 5,403円

4,354円

特別地域居
宅介護支援
加算として、
所定料金の
15％が加算さ
れます。
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　注１）介護保険が適用される場合は、以上の報酬は直接介護保険から事業所に給付されま
　　すので、お客様のご負担はありません。

　注２）ただし、お客様に保険料の滞納がある場合は、お客様より全額料金をいただき、当事業
　　所が発行する証明書をもって後日払い戻しとなる場合があります。

　注３）滞納の期間によっては、全額お客様のご負担となる場合もあります。

５．虐待の防止
　お客様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者 管理者

７．その他の費用について

お客様負担料金

福　田　恵　美

（2） 成年後見制度の利用を支援します。
（3） 苦情解決体制を整備しています。
（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。
（5） 虐待防止委員会を設置し、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証、再発防止策の検討等を
      行います。
（6） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）に
      よる虐待を受けたと思われるお客様を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

６．身体拘束
　原則としてお客様に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、お客
様本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、お客様、又はご家族様に対
して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その
場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
また、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

（1） 緊急性…直ちに身体拘束を行わなければ、お客様本人または他人の生命・身体に危険が及ぶ
　　 ことが考えられる場合に限ります。
（2） 非代替性…身体拘束以外に、お客様本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止
　　 することができない場合に限ります。
（3） 一時性…お客様本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ち
　　 に身体拘束を解きます。

交通費　（香美町以外）

　通常の実施地域を超えた地点を起点とした距離に応じ

　片道１０㎞未満　　　　　　 　　　 　 　　１，０００円

　片道１０㎞以上１５㎞未満　　　 　　　　１，５００円

　片道１５㎞以上　５㎞未満まで増すごとに５００円加算

解　　約　　料 無　　　　料

複写物の交付 無　　　　料

病院等の求めにより、病院等の職員と居宅を訪問しカンファ
レンスを行いサービス等の利用調整した場合

2,000円
緊急時等居宅カンファレン

ス加算

在宅死亡の終末期の利用者に対し利用者や家族の意向を
把握した上で、利用者の心身の状況を記録し主治の医師及
び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所に提
供した場合

4,000円
ターミナルケアマネジメント

加算
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　当事業所の介護支援専門員が、お客様の状況を把握するために、少なく
とも月に１回、お宅を訪問します。
　また、お客様からご依頼がある場合や、居宅介護支援業務の遂行のうえ
で不可欠であると認められる場合でお客様の承諾を得た場合は、介護支援
専門員はお客様のお宅を訪問します。

０７９６－９８－１４７７

介護支援専門員
の

変更

　担当の介護支援専門員の変更を希望される場合は、相談窓口の担当者
までご連絡ください。事業者側の都合により、介護支援専門員を交代させる
場合は、交代の理由を明らかにし、交代後の介護支援専門員の氏名を契
約書別紙によりお客様に通知します。

身分証明書の携行
　介護支援専門員は、常に身分証明書を携行し、初回訪問時およびお客
様またはそのご家族から求められた時は、いつでも身分証を提示いたしま
す。

８．居宅介護支援の担当者（介護支援専門員）について

お客様宅への
訪問頻度

０７９６－９８－１０００

Ｆ Ａ Ｘ

９．事業者の責務

居宅介護支援の
提供内容の記録

　お客様に提供したサービスの記録は、お客様の要介護認定等の満了日
から５年間保管します。記録については、お客様とそのご家族に限り、閲覧
及び写しの交付が可能です。

秘密保持と個人
情報（プライバ
シー）の保護

　当事業所及び従事者がサービスを提供する際に、お客様やご家族に関
して知り得た情報については、契約期間中はもとより契約終了後も正当な
理由なく第三者に漏らしません。ただし、円滑かつ一体的なサービス提供
をするために、サービス担当者会議等で、お客様もしくはご家族の情報を
使用します。この場合には、あらかじめお客様もしくはご家族に説明し同意
を得たうえで使用します。
　その際、同意書に署名をいただきます。
　なお、お客様のご家族からの希望があった場合には、お客様に連絡する
のと同様の通知をご家族にも行う場合があります。

委員氏名（住所）：　　　　　　　　　　　　　　　　 電話　

委員氏名（住所）：　　　　　　　　　　　　　　　   電話　

１０．苦情相談機関

苦情相談窓口

機 関 名 香美町社会福祉協議会　村岡居宅介護支援事業所

担 当 者 福　田　恵　美

電　 　話

８：３０～１７：１５ 月～金

０７９６－３６－１１１１

第三者委員

受付時間 ８：３０～１７：１５ 月～金

香美町福祉課

９：００～１７：１５ 月～金　（１２月２９日～１月３日を除く）

外部苦情申立て機関
（連絡先電話番号）

ＦＡＸ

ＦＡＸ ０７８－３３２－５６５０

０７９６－３６－３８０９

受付時間

受付時間

機 関 名

電      話

機 関 名 兵庫県国民健康保険団体連合会

電      話 ０７８－３３２－５６１７
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この重要事項説明書の説明場所・年月日・時間

　場所：

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　時　　　　　分

　　　　　　　　（事業者） 所　在　地　兵庫県美方郡香美町村岡区村岡３０５番地の１

　　 居宅介護支援の提供開始にあたり、お客様に対して本書面にもとづいて重要な事項を説明

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　（お客様との続柄：　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　管　理　者　　　福　田　恵　美　　　　　

　　　　私は、本書面により事業者から重要な事項の説明を受けました。

　　　　　令和　   年 　月　　日

　　　　　　　　（お　客　様）　　住　　所　　　美方郡香美町村岡区

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　（利用者代理人）　住　　所

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　代　表　者　　　森　脇　　修　　 　　　　　印

                                                   (香美町村岡老人福祉センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香美町社会福祉協議会村岡居宅介護支援事業所

　　　　　　　　　　　　　説 明 者 名　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　印

　　※ なお、この重要事項説明書の内容に変更が生じた場合は、お客様にその内容を文書にて

　　しました。

　　　　　令和　  年    月     日

１１．重要事項を説明した場所・年月日・時間

　　　通知し、口頭にて説明します。
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